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Q＆A　消費生活相談　　 (市)生活環境課

年始における犯罪および事故の防止 ～安全で安心な年始を～
防犯意識を高めて、犯罪の被害に遭わないよう次の点に注意しましょう

最近の相談から
大手電話会社の子会社を名乗る事業者から

「2020年以降、現在使用している回線が廃止さ
れ、電話が使えなくなるので別の回線に切り替
える必要がある」という電話が頻繁にかかって
くる。今使っている固定電話は使えなくなる
のか。　　　　　　　　　　　　  （80代女性）

　2024年以降、電話会社が固定電話の電話網
をインターネット技術を活用したIP網へ移行
する予定ですが、移行しても使用中の電話機や
電話番号はそのまま使えます。手続きや回線
工事も不要です。

【アドバイス】
IP網への切り替えに便乗した悪質な販売行
為に注意してください。安易に契約を結ばず、
家族や周囲の人に相談しましょう。
　不審に思ったら、当センター、または加入電
話会社に問い合わせてください。
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商品や契約に関する苦情や多重債務に関すること
▶日時　  月・火・木・金曜（第2木曜と祝日を除く）

午前9時～正午、午後0時45分～4時
▶場所　市役所　2階消費生活センター

●外出時の注意点
  ･自宅の戸締りをしっかり確認する
  ･自転車の前かごに防犯対策をする
  ･  金融機関やコンビニなどで現金を引き出す
際は、特に周りへの警戒心を高める
  ･暗い夜道や人通りの少ない道は避ける
  ･ヘッドフォンや携帯電話、スマートフォン
を使う時は周囲に配慮し、通行の妨げにな
  らない安全な場所で操作する

●初詣などに出掛ける際の注意点
 ・現場の警察官や警備員の指示・誘導に従う
 ・時間に余裕を持って行動する
 ・幼児や高齢者と一緒に出掛ける際は、でき
るだけ混雑する時間帯や場所を避ける

問

　三木警察署だより　　☎ 82－0110
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。
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1月10日は「110番の日」
110番は、事件・事故に遭った方や目撃した
方が、いち早く警察に通報するための緊急通
報電話です。
　緊急を要さない問い合わせや相談などは、
各種相談窓口や警察署へ連絡してください。

1月17日は「ひょうご防災の日」
阪神・淡路大震災の経験と教訓を忘れること
なく、安全で安心な社会づくりを進めていき
ましょう。
　避難場所や避難経路の確認、非常持ち出し
袋の用意など、日頃からの備えが大切です。
　「命を守る」「命を救う」ための備えを続け
ましょう。

▲消防本部の
　ホームページは
　こちら　
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